
食品リサイクル・ループの構築や食品ロス削減への取組み等
を支援します！！

食品産業グリーンプロジェクト推進総合対策

支援内容

対象

民間事業者等

◆食品リサイクル・ループ構築促進事業
食品事業者、リサイクル業者、農業者等が「食品リサイクル・ループ」を構築するために

補助率（定額）

補助率（１／２）

食品事業者、リサイクル業者、農業者等が 食品リサイクル ル プ」を構築するために
行う検討会の開催やリサイクルの専門家による指導等

◆食品廃棄物オンサイト肥飼料化設備導入事業［民間事業者のうち食品事業者］
「食品リサイクル・ループ」を構築するための、食品事業者の事業場への飼肥料化設備

の導入

◆食 廃棄物効率的収集体制構築促進事業

※「食品リサイクル・ループ」とは、食品事業者から排出される食品廃棄物から作る肥飼料等
で生産された農畜水産物等を、その事業者等が販売する仕組みを言います。

◆食品廃棄物発生抑制推進事業
食品廃棄物の業種別発生状況の調査と発生抑制の具体策の検討及び具体策を周知

するための研修会の開催等

◆食品廃棄物効率的収集体制構築促進事業
食品事業者、収集運搬業者、リサイクル業者等が食品廃棄物の効率的な収集体制を

構築するために行う検討会の開催やリサイクルの専門家による指導等
補助率（定額）

補助率（定額）

◆フードバンク活動推進事業
法 食 事業者 社会福祉法 等が「 ドバ 動 組計 策定などＮＰＯ法人、食品事業者、社会福祉法人等が「フードバンク活動」の取組計画策定など

体制整備のために行う検討会や研修会の開催等
補助率（定額）

◆技術の改良による食品廃棄物新規用途開発推進事業
これまでに開発された技術の改良により、食品廃棄物の新規用途開発に向けた事業化

を図るための取組や、その成果の関係事業者向けの説明会の開催等

※「フードバンク活動」とは、包装の破損や賞味期限に近づくなど、食品としての品質には問題が
ないが通常の販売形態では支障がある食品・食材を、食品企業から引き取り福祉施設等へ提供
するボランティア活動を言います。

ご利用方法

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水産省のホームペー
ジに掲載します。

○申請書を地方農政局等に提出します。
○農林水産省本省において、第３者による公募選定審査委員会を開催して事業実施主体の候補者を選定しま
す。

○候補者は事業実施計画を作成し、地方農政局等において事業実施計画の審査を受けた後、補助金の交付
決定が行われます

補助率（定額、１／２）

決定が行われます。

【本省担当部局】

総合食料局 食品産業企画課 食品環境対策室

TEL:03-6744-2066（直通）

URL:http://www.maff.go.jp/j/soushoku/recycle/syokuhin/index.html
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食品産業におけるCO2排出削減促進支援

CO2削減のための具体的方策の検討と事業者に取組を促す
研修会の開催や優良取組事例の普及活動を支援します！！

支援内容

対象
民間事業者等

CO2削減のための具体的方策を検討し 研修会で事業者に取組を促すための費用や

補助率（定額）

CO2削減のための具体的方策を検討し、研修会で事業者に取組を促すための費用や
CO2削減の優良取組事例の普及活動を支援します。

CO2総排出量が基準年と比較して

１．９％増加する中、食品製造業
は、９．７％削減と貢献。

１１

１３

１２

ＣＯ２排出量

１２．６億トン

１２．９億

１１．９億

６％削減

京都議定書
削減約束１．９％増

中期目標

２５％削減

しかしながら、
○環境問題への取組意識の低い企業

や具体的な取組方法が分からない
中小企業が多く存在。

○CO2排出削減の取組は、企業の利
益に直結しないため、独自の取組が
なかなか広がらない。 資料：実績値は、（独）国立環境研究所温室効果ガスインベントリ

（2008年度速報値）より

１９９０ ２００８ ２００８～２０１２ ２０２０

９．５億

１５．８

うち食品製造業

９．７％
削減

百万トン
１７．５

ご利用方法

○具体的方策の検討と研修会開催 ○優良取組事例の普及

支援内容

○検討会の開催

○業種別削減指針の作成

○取組促進のための研修会開催

支援内容

○優良事例の表彰

○優良な取組の分析と普及

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林
水産省のホームページに掲載します。

○農林水産省本省において、第３者による公募選定審査委員会を開催して事業実施主
体の候補者を選定します。

○候補者は事業実施計画を作成し、農林水産本省において事業実施計画の審査を受け
た後、補助金の交付決定が行われます。

【本省担当部局】

総合食料局 食品産業企画課 食品環境対策室 環境企画班

TEL:０３-６７４４-２０６７（直通）
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容器包装リサイクル法コンプライアンス推進支援

食品事業者の容器包装リサイクル法のコンプライアンス（法
令の遵守及び企業倫理の保持等）の促進を図ります！！

支援内容

対象
民間事業者等

補助率（定額）

容器包装リサイクル法制度全般の定着・浸透、法令違反が関係企業との関係や経営
に与える影響等の周知を図る研修会の開催、容器包装リサイクル法に係る法令遵守
のためのパンフレットの作成等を行います。

再商品化義務不履行者等 容器包装リサイクル法を
遵守していない者 経費負担の平等を阻害し

法の運用に支障をきたす

事業実施主体（民間団体等）

・法令違反による社会的制裁事例紹介
・法令違反に係る処分等の紹介 等

研修会の開催
パンフレットの
作成・配布

ご利用方法

○支援対象や内容 募集期間 公募要領等の詳細については 募集開始にあわせ農林水

食品事業者のコンプライアンスの促進

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林水
産省のホームページに掲載します。

○農林水産省本省において、第３者による公募選定審査委員会を開催して事業実施主体
の候補者を選定します。

○候補者は事業実施計画を作成し、農林水産本省において事業実施計画の審査を受け
た後、補助金の交付決定が行われます。

【本省担当部局】

総合食料局 食品産業企画課 食品環境対策室 容器包装リサイクル班

TEL:03-3502-8499（直通）

URL: http://www.maff.go.jp/j/soushoku/recycle/youki/index.html 
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バイオマス資源活用促進事業

食料供給と両立するバイオマス資源の利用可能性調査等
を支援します！

支援内容

対象

民間事業者、農林漁業者の組織する団体、公益社団法人、公益財団法人、
一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、NPO法人等

（１）バイオマス資源利用可能性調査

補助率（定額）

（１）バイオマス資源利用可能性調査
第２世代のバイオ燃料の導入に向け、食料供給と両立する新たなバイオマス資源とし

て生産、利用可能な農林水産物資源の調査を実施

（２）国産バイオ燃料等普及促進事業

国産バイオ燃料等の必要性や意義について、新聞など各種メディアを通じ、周知を図る

とともにバイオマスの利活用を促進するコーディネーターの育成を実施

第２世代バイオ燃料の新たな原料
（例）

調 査

バイオマス資源利用可能性調査

新聞・パンフレット など

国産バイオ燃料等普及促進事業

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林

海藻類 カヤ などヤナギ

（例）

関係者間の調整

普及・啓発活動

ご利用方法

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林
水産省のホームページに掲載します。

○申請書を（１）については地方農政局等（北海道地域は農林水産省本省）、（２）については
農林水産省本省に提出します。

○農林水産省本省において、第３者による選定審査委員会を開催して補助金交付候補者を
選定します。

○選定された補助金交付候補者は事業実施計画を作成し、 （１）については地方農政局等
（北海道地域は農林水産省本省）、（２）については農林水産省本省がこれを審査・承認し

【本省担当部局】

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課 バイオマス推進室

TEL:03-3502-8458（直通）

URL:http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/index.html

海 域 農 産 本 、 農 産 本 審 認
た後、補助金の交付決定が行われます。
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農林水産分野における太陽光エネルギー利用推進事業

農林水産業関連施設等における太陽光パネルの設置を支
援します！

支援内容

対象

補助率（１／３ 非営利団体においては１／２）

民間事業者、農林漁業者の組織する団体、公益社団法人、公益財団法人、
一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、NPO法人等

支援内容

農林水産分野の省エネ・省コスト化の推進と地球温暖化防止を実現するため、農林水産
業関連施設等への太陽光パネルの設置を支援します（設置する太陽光パネルの規模は
１０ｋW以上）。

補助率（１／３、非営利団体においては１／２）

◆農林水産業への太陽光発電システムの導入を支援

国が施設整備を支援！建物の屋根等を活用！

太陽光発電システムを設置

畜舎

集落排水施設

保冷倉庫

ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

５０ｋＷの太陽光パ
ネル設置

↓
一般家庭9戸の年間

消費電力発電

（原油１１ｋｌに相当）

○ 低炭素社会実現により、温室効果ガス’90年比２５％削減目標の達成に貢献

○ 農山漁村でのエネルギー自給度の向上による農林水産物の生産・流通の安定化

ご利用方法

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、募集開始にあわせ農林
水産省のホ ムペ ジに掲載します水産省のホームページに掲載します。

○申請書を地方農政局等（北海道地域は農林水産省本省）に提出します。
○農林水産省本省において、第３者による選定審査委員会を開催して補助金交付候補者を
選定します。

○選定された補助金交付候補者は事業実施計画を作成し、 （１）については地方農政局等
（北海道地域は農林水産省本省）、（２）については農林水産省本省がこれを審査・承認し
た後、補助金の交付決定が行われます。

【本省担当部局】

大臣官房 環境バイオマス政策課 バイオマス推進室

TEL:03-3502-8466（直通）

URL: http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/index.html
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バイオマス利活用加速化事業

バイオマスの利活用を加速化し、循環と共生のまちづくりを
推進します。

支援内容

対象

バイオマスタウン構想の実現に向けた取組の加速化や「バイオマス活用推進計画」の円

委託

民間事業者、農林漁業者の組織する団体、公益社団法人、公益財団法人、
一般社団法人、一般財団法人、特例民法法人、NPO法人等

バイオマスタウン構想の実現に向けた取組の加速化や「バイオマス活用推進計画」の円
滑な策定等に資する調査や検討等を実施します。

バ
イ
オ
マ
ス
利
活
用

バイオマスタウンの

バイオマスタウン構想の実現に向けたフォローアップや
モデル実証等を実施

バイオマスタウン
加速化戦略

（平成21.3策定）

バ
イ
オ
マ

構想策定市町村 構想の実現に
向けた取組

地域のﾊﾞｲｵﾏｽ
利活用における

バイオマスタウン構想の実現に向けた取組の推進

用
に
係
る
取
組
の
幅
広
い
進
展
や
加
速
化

バイオマスタウンの
構築

224地区
225市町村
（平成22.1現在）

現状

バイオマス活用
推進基本法

（平成21.9施行）

「広域なバイオマス活用推進計画」に係る必要な
知見の蓄積

マ
ス
タ
ウ
ン
構
想
の
実
現

向けた取組
利活用における
課題の解決方策

の検討

地域における取組の
強化

各都道府県バイオマス
活用推進計画

地域の企業

地域のﾊﾞｲｵﾏｽ賦存量

構想策定市町村
住 民

平成２２年度までにバイオマスタウン構想を策定した
市町村の着手率を１００％に！（平成23年度目標）

家畜排せつ物 間伐材等 全都道府県におけるバイオマス活用推進
計画の策定を実現！（平成25年度目標）

○支援対象や内容、募集期間、公募要領等の詳細については、公募開始にあわせ農林水

産省のホームページに掲載します。

http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/index.html

ご利用方法

p g jp j y

○入札書及び提案書等を農林水産省本省に提出します（総合評価落札方式による一般競争
入札） 。

○農林水産省本省において、外部有識者で構成される技術審査委員会を開催し、評価基準
に基づき審査します。

○技術審査委員会の審査を終了した後日、開札を行い落札者を決定します。

【本省担当部局】

大臣官房 環境バイオマス政策課 バイオマス推進室

TEL:03-3502-8466（直通）

URL: http://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/index.html
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